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彩広清告示第３号 

 

令和７年第２回彩北広域清掃組合議会定例会を、１１月１４日小針クリーンセン

ター２階会議室に招集する。 

 

  令和７年１１月４日 

 

彩 北 広 域 清 掃 組 合 

管理者 行 田 邦 子 
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令和７年第２回彩北広域清掃組合議会定例会会議録 

 

〇議事日程 

 令和７年１１月１４日（金）  午前９時５８分開議 

  第１ 会議録署名議員の指名 

  第２ 会期の決定 

  第３ 議案第 ８号 専決処分の承認を求めるについて（令和７年度彩北広域 

            清掃組合会計補正予算（第１回）） 

     議案第 ９号 専決処分の承認を求めるについて（令和７年度彩北広域 

            清掃組合会計補正予算（第２回）） 

     議案第１０号 専決処分の承認を求めるについて（彩北広域清掃組合職 

            員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正 

            する条例） 

     議案第１１号 専決処分の承認を求めるについて（彩北広域清掃組合職 

            員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例） 

  第４ 議案第１２号 彩北広域清掃組合小針クリーンセンター処理手数料に関 

            する条例の一部を改正する条例 

  第５ 議案第１３号 令和６年度彩北広域清掃組合会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

     議案第１４号 令和７年度彩北広域清掃組合会計補正予算（第３回） 

  第６ 特定事件の委員会付託 

                               

〇 会議に付した事件 

  議事日程のほか 

  議長辞職の件 

  議長の選挙 

  議案第１５号 彩北広域清掃組合監査委員の選任につき同意を求めるについて 

                               

〇 出席議員（１０名） 
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１番  小 林 淳 一 議員   ２番  駒 見 行 彦 議員 

３番  古 山 大 輔 議員   ４番  福 島 と も お 議員 

５番  橋 本 祐 一 議員   ６番  中 西 耕二郎 議員 

７番  田 中 和 美 議員   ８番  小 林   修 議員 

９番  梁 瀬 里 司 議員  １０番  市ノ川 徳 宏 議員 

                               

〇 欠席議員（０名） 

                               

〇 説明のため出席した者 

行  田  邦  子  管 理 者 

並  木  正  年  副 管 理 者 

五 十 嵐  章  五  会計管理者 

江  森  裕  一  参 与 

長  澤  和  弘  参 与 

                               

〇 事務局職員出席者 

事 務 局 長  柿  沼     誠 

主   幹  今  井  剛  史 

書   記  野  本  哲  也 
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午前 ９時 ５８分 開会 

〇梁瀬里司議長 本日、皆様には公私極めてご多忙のところ、本組合議会の定例会

にご参集いただきまして、誠にありがとうございます。 

  それでは、ただいまから、令和７年第２回彩北広域清掃組合議会定例会を開会

いたします。出席議員が１０名で定足数に達しておりますから、議会は成立いた

しております。 

                               

△議事日程の報告 

〇梁瀬里司議長 これより以降の議事日程につきましては、お手元に配付してあり

ます日程表のとおりでございますので、ご了承願います。 

                               

△会議録署名議員の指名 

〇梁瀬里司議長 次に、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第８４条の規定により議長において指名いたします。 

   ８番 小林  修 議員 

  １０番 市ノ川徳宏 議員 

  以上２名の方にお願いいたします。 

                               

△会期の決定 

〇梁瀬里司議長 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  本件につきましては、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託してあり

ましたので、その結果について報告を求めます。 

      議会運営委員長 ５番 橋本祐一議員。 

           ［橋本祐一議会運営委員長 登壇］ 

〇橋本祐一議会運営委員長 ご報告申し上げます。 

  当委員会は、去る１１月７日に委員会を開催し、本定例会の会期及び日程につ

いて協議をいたしました結果、会期を本日１日とし、議事日程をお手元に配付し

ております、令和７年第２回彩北広域清掃組合議会定例会議事日程のとおり、決

定した次第であります。 



 －５－ 

  議員各位におかれましては、この日程にご賛同賜りまして、円滑にして効率的

な議会運営がなされますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

〇梁瀬里司議長 お諮りいたします。 

  ただいまの議会運営委員長報告のとおり、本定例会の会期を本日１日とするこ

とにご異議ありませんか。 

           ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

〇梁瀬里司議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

  本定例会に、地方自治法第１２１条の規定により、説明のため管理者その他関

係職員の出席を求めました。 

  次に、管理者から提出されました議案につきましては、お手元に配付してあり

ます印刷文書によりご了承願います。 

                               

△議案第８号ないし議案第１１号の一括上程、提案説明 

〇梁瀬里司議長 次に、日程第３、議案第８号ないし議案第１１号を一括議題とい

たします。 

  朗読を省略して、管理者に提案理由の説明を求めます。    管理者。 

           ［行田邦子管理者 登壇］ 

〇行田邦子管理者 おはようございます。本日ここに、令和７年第２回彩北広域清

掃組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私

とも大変ご多用の中、ご参集賜り、心から厚く御礼を申し上げます。 

  また、９月に発生した本組合焼却設備の故障につきましては、議員の皆様にも

大変ご心配をおかけしましたが、先月末に再稼働しております。停止期間中は、

近隣４自治体に家庭系可燃ごみの一部の焼却処理をご協力いただきました。この

場をお借りして感謝申し上げますとともに、これからも住民の皆様に安心してい

ただけるよう、設備点検等の徹底を図り、安定的なごみ処理の継続、適切な焼却

施設の維持管理に努めてまいります。議員各位におかれましては、組合事業への

引き続きのご理解、ご協力をお願いいたします。 

  それでは、本定例会に提出いたしました議案につきまして、議事日程の順序に
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従い説明申し上げます。 

  議案書の１ページから２８ページになりますが、議案第８号及び議案第９号、

専決処分の承認を求めるについてでございます。 

  本２議案は、冒頭申し上げました９月に発生した焼却設備故障に伴い、緊急の

対応が必要となりました委託業務及び修繕業務を執行するべく、見込まれる経費

について予算の補正を行ったものでございます。地方自治法第１７９条第１項の

規定により、１つは、本年９月１６日付、もう１件は９月３０日付で専決処分し

たものでありまして、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求

めるものでございます。 

  続きまして、議案書２９ページから３７ページになりますが、議案第１０号及

び議案第１１号、専決処分の承認を求めるについてでございます。 

  本２議案は、根拠となる法令の一部改正を受け、また、組合構成市における関

係条例の改正状況を踏まえ、組合条例の一部改正を行ったものでございます。こ

れらにつきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定により、本年９月３０

日付で専決処分したものでありまして、同条第３項の規定に基づき、これを報告

し、その承認を求めるものでございます。 

  以上で、議案第８号ないし議案第１１号の説明を終わらせていただきます。 

  なお、細部につきましては、事務局長から説明いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

〇梁瀬里司議長 次に、細部説明を求めます。    事務局長。 

           ［柿沼 誠事務局長 登壇］ 

〇柿沼 誠事務局長 それでは、議案第８号ないし議案第１１号について細部説明

を申し上げます。 

  議案書の１ページをお願いいたします。議案第８号、専決処分の承認を求める

について、令和７年度彩北広域清掃組合会計補正予算（第１回）でございます。 

  ９月８日夜に発生し、緊急停止に至った１号炉の設備故障は、焼却炉内部で乾

燥ストーカーを駆動させるための油圧動力を伝えるシャフトと言われる部品が破

断してしまったことによるものでございました。故障内容を確認した直後、プラ

ントメーカーからは部品製作には４ヶ月を要するとの回答がございましたが、話
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合いを重ねる中で、当該部品の製作工程である焼き入れの一部を省略した仮部品

を１０月末までに納品し仮復旧させるとともに、耐久性等を勘案し正規の工程で

製作した部品も同時に製作を進め、正規部品の納品後に仮部品と交換し、年度末

までに本復旧する２段階の補修内容が示されました。これにより、１０月末に再

稼働できたところでございます。また、停止期間中は処理能力が半分となるため、

近隣自治体へ収集される家庭系一般廃棄物の委託処理を協力要請したところ、加

須市、羽生市、蓮田白岡衛生組合、埼玉中部環境保全組合の４団体において受け

入れていただける運びとなりました。 

  ２ページをお願いいたします。これらの執行に当たり、早急に現予算の補正を

行いたく、地方自治法第１７９条第１項の規定により、９月１６日付専決処分を

いただいたものでございます。 

  補正内容につきまして、歳出から申し上げますので、１３ページをお願いいた

します。予定される歳出は、３款事業費１項２目維持管理費の１０節需用費にお

いて、故障部品の交換修繕費として１，５４０万円、３目塵芥処理費の１２節委

託料において、家庭系一般廃棄物処理委託料として３，１５１万５，０００円の

計４，６９１万５，０００円を増額するものでございます。 

  戻りまして、１１ページをお願いいたします。歳入につきましては、４款繰入

金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金において、財政調整基金を４，６９１

万５，０００円取り崩して繰り入れるものです。合計といたしましては、歳入歳

出予算の総額にそれぞれ４，６９１万５，０００円を追加し、総額を５億９，３

６９万３，０００円とするものでございます。 

  続いて、１５ページをお願いいたします。議案第９号、専決処分の承認を求め

るについて、令和７年度彩北広域清掃組合会計補正予算（第２回）でございます。 

  本案は、１号炉の設備故障による緊急停止を受け、プラントメーカーによる１

号炉内の点検調査をした結果、壁において早急に交換すべき複数の箇所が指摘さ

れ、停止期間中に実施することが推奨されました。 

  １６ページをお願いいたします。当該事業を執行する上で予算の補正が必要で

あり、前議案同様、地方自治法第１７９条第１項の規定により、９月３０日付専

決処分をいただいたものでございます。 
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  補正内容につきまして、歳出から申し上げますので、２７ページをお願いいた

します。予定される歳出は、３款事業費１項２目維持管理費１０節需用費の修繕

料において、傷んだ壁の修繕費用として１，４３０万円を増額するものでござい

ます。 

  戻りまして、２５ページをお願いいたします。歳入につきましては、５款繰越

金１項１目繰越金において、前年度繰越金より１，４３０万円を充当するもので

す。合計といたしましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，４３０万円を追

加し、総額を６億７９９万３，０００円とするものです。 

  続きまして、２９ページをお願いいたします。議案第１０号、専決処分の承認

を求めるについてでございます。 

  本案は、彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部

を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分し

たことから、同条第３項の規定により組合議会に報告し、承認を求めるものでご

ざいます。 

  育児、介護に係る両立支援制度につきましては、育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正され、仕事と育児の両立支援

制度の利用に関する職員の意向確認等について、人事院規則が改正され、令和７

年１０月１日から施行するものとされました。構成市におきましては、この人事

院規則の改正に基づき、行田市は９月定例会、鴻巣市は６月定例会にて条例改正

が行われております。つきましては、本組合におきましても構成市の改正条例に

倣い、彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改

正するものでございます。 

  本件は、構成市における条例成立後の対応であり、本年１０月１日までに施行

する必要がありますことから、９月３０日に専決処分いただき、同日付で交付し

ております。 

  主な改正内容についてでございますが、参考資料の条例等新旧対照表の１ペー

ジ、２ページをお開きください。第１７条の２として、妊娠、出産等の申出をし

た職員に対し、仕事との両立支援制度等について意向確認を義務化する規定を追

加しております。 
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  議案書の３２ページをお願いいたします。附則の方をご確認ください。本条例

の施行期日を令和７年１０月１日からとし、附則第２項の規定は、公布の日から

としております。 

  続きまして、３３ページをお願いいたします。議案第１１号、専決処分の承認

を求めるについてでございます。本案は、彩北広域清掃組合職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１項の規定

により専決処分したことから、同条第３項の規定により組合議会に報告し、承認

を求めるものでございます。 

  本案につきましても、育児・介護に係る両立支援制度について、育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正され、育児期

の柔軟な働き方を実現するための措置が拡充されたことを受けての対応でありま

す。地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されるとともに、人事院規則が

改正され、令和７年１０月１日から施行するものとされました。構成市におきま

しては、この法改正及び人事院規則の改正に基づき、行田市は９月定例会、鴻巣

市は６月定例会にて条例改正が行われております。つきましては、本組合におき

ましても構成市の改正条例に倣い、彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正するものでございます。 

  本件につきましても、前議案同様、構成市における条例成立後の対応であり、

本年１０月１日までに執行する必要がありますことから、９月３０日に専決処分

いただき、同日付で交付しております。 

  主な改正内容についてでございますが、参考資料の条例等新旧対照表の３ペー

ジをお願いいたします。このたびの法改正により、部分休業の取得形態が多様化

したことに伴い、第２２条では、現行の部分休業を第１号部分休業とするもの、

４ページ、５ページになりますが、第２２条の２から５を新設し、第２号部分休

業の取得単位や、育児休業法において条例で規定する事項を定めております。第

２３条では、引用する条項を規定することで、部分休業が給与の減額の対象とな

ることを明確化しております。６ページになりますが、第２４条は、部分休業の

承認の取消事由について、育児休業法第１９条第６項の準用規定により改めるも

のです。 
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  議案書に戻りまして、３６ページをお願いいたします。附則をご確認ください。

本条例の施行期日を令和７年１０月１日からとし、附則第２項の規定は、施行日

から令和８年３月３１日までの経過措置となっております。 

  以上で、議案第８号ないし議案第１１号の細部説明を終わらせていただきます。  

〇梁瀬里司議長 以上をもって説明は終わりました。 

                               

       △上程議案の質疑～採決 

〇梁瀬里司議長 次に、質疑に入ります。質疑のある方はご通告願います。 

           ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

〇梁瀬里司議長 質疑の通告はありません。これをもって、質疑を終結いたします。  

  次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 

           ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

〇梁瀬里司議長 討論の通告はありません。これをもって、討論を終結いたします。  

  次に、順次採決いたします。 

  初めに、議案第８号、専決処分の承認を求めるについて、原案のとおり承認す

るに賛成の議員は挙手願います。 

           ［賛成者挙手］ 

〇梁瀬里司議長 挙手全員と認めます。 

  よって、議案第８号は、原案のとおり承認することに決しました。 

  次に、議案第９号、専決処分の承認を求めるについて、原案のとおり承認する

に賛成の議員は挙手願います。 

           ［賛成者挙手］ 

〇梁瀬里司議長 挙手全員と認めます。 

  よって、議案第９号は、原案のとおり承認することに決しました。 

  次に、議案第１０号、専決処分の承認を求めるについて、原案のとおり承認す

るに賛成の議員は挙手願います。 

           ［賛成者挙手］ 

〇梁瀬里司議長 挙手全員と認めます。 

  よって、議案第１０号は、原案のとおり承認することに決しました。 
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  次に、議案第１１号、専決処分の承認を求めるについて、原案のとおり承認す

るに賛成の議員は挙手願います。 

           ［賛成者挙手］ 

〇梁瀬里司議長 挙手全員と認めます。 

  よって、議案第１１号は、原案のとおり承認することに決しました。 

                               

△議案第１２号の上程、提案説明 

〇梁瀬里司議長 次に、日程第４、議案第１２号を議題といたします。 

  朗読を省略して、管理者に提案理由の説明を求めます。    管理者。 

           ［行田邦子管理者 登壇］ 

〇行田邦子管理者 それでは、議案第１２号、彩北広域清掃組合小針クリーンセン

ター処理手数料に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  議案書の３８ページ、３９ページをお願いいたします。改正費用としましては、

事業活動に伴う可燃ごみの処理手数料について、受益者負担の適正化、組合構成

市が関係する近隣自治体の処理手数料との均衡を図るため、条例の一部を改正す

るものであります。 

  なお、詳細につきましては、事務局長から説明いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

〇梁瀬里司議長 次に、説明を求めます。    事務局長。 

           ［柿沼 誠事務局長 登壇］ 

〇柿沼 誠事務局長 それでは、議案第１２号について細部説明を申し上げます。 

  議案書の３８ページをお願いいたします。議案第１２号、彩北広域清掃組合小

針クリーンセンター処理手数料に関する条例の一部を改正する条例についてご説

明いたします。 

  事業系一般廃棄物の処理手数料につきましては、本組合維持管理費の一部とし

て貴重な財源となっており、平成２１年７月１日の改定以来１６年が経過しまし

た。この間、二度の消費税率の引上げとコロナ禍を経て、処理手数料収入は令和

元年度をピークに減少傾向が続いております。消費税率１０％引上げ後の５年間、

令和２年から令和６年の処理手数料収入は１億円を下回っており、この間の１ト
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ン当たりの平均ごみ処理経費は１万７，０９４円であり、現行の処理手数料の１

トン当たり１万５，０００円とは開きが生じております。 

  また、手数料金額は、構成市であります鴻巣市の加入する埼玉中部環境保全組

合は、１０キロ当たり１８０円であり、不均衡な状況にあります。なお、県内に

おきましては、現行の当組合処理手数料は低価格に位置しており、１０キロ当た

り１８０円以上の自治体が９割近くを占めており、１５０円以下は４団体のみと

なっております。 

  つきましては、排出事業者への適正、応分な受益者負担なども加味し、事業系

一般廃棄物の処理手数料を現行の１０キロ１５０円から１０キロ１８０円へ改定

しようとするものでございます。 

  参考資料の条例等新旧対照表の７ページをお願いいたします。別表（第４条関

係）中、取扱い区分の欄の（２）事業活動に伴う可燃物において、処理手数料を

１８０円に改正するものでございます。 

  議案書に戻りまして３９ページをお願いいたします。附則でございますが、本

条例の施行期日を令和８年４月１日からとするものでございます。 

  以上で、議案第１２号の細部説明を終わらせていただきます。 

〇梁瀬里司議長 以上をもって説明は終わりました。 

                               

       △上程議案の質疑～採決 

〇梁瀬里司議長 次に、質疑に入ります。質疑のある方はご通告願います。 

           ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

〇梁瀬里司議長 質疑の通告はありません。これをもって、質疑を終結いたします。  

次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 

           ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

〇梁瀬里司議長 討論の通告はありません。これをもって、討論を終結いたします。  

  次に、採決いたします。 

  議案第１２号、彩北広域清掃組合小針クリーンセンター処理手数料に関する条

例の一部を改正する条例について、原案のとおり可決するに賛成の議員は挙手願

います。 
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           ［賛成者挙手］ 

〇梁瀬里司議長 挙手全員と認めます。 

  よって、議案第１２号は、原案のとおり可決することに決しました。 

                               

△議案第１３号及び議案第１４号の一括上程、提案説明 

〇梁瀬里司議長 次に、日程第５、議案第１３号及び議案第１４号を一括議題とい

たします。 

  朗読を省略して、管理者に提案理由の説明を求めます。    管理者。 

           ［行田邦子管理者 登壇］ 

〇行田邦子管理者 それでは、議案第１３号及び議案第１４号についてご説明申し

上げます。議案書の４０ページからでございます。 

  議案第１３号、令和６年度彩北広域清掃組合会計歳入歳出決算認定についてで

ございますが、決算の総額は、歳入が５億５，２９６万２，２２３円、歳出が４

億９，３２０万２，３１２円で、歳入歳出差引額は５，９７５万９，９１１円と

なっております。 

  なお、本件は、既に監査委員の審査を終了しており、その審査意見書並びに関

係資料として決算付表を配付させていただいておりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

  次に、議案書の４３ページからとなりますが、議案第１４号、令和７年度彩北

広域清掃組合会計補正予算（第３回）についてご説明申し上げます。 

  今回の補正額は、歳入歳出とも１，０００万円の増額でございます。歳出とい

たしましては、事業費の追加となっております。財源といたしましては、前年度

繰越金を充当しております。 

  以上で議案第１３号及び議案第１４号の説明を終わらせていただきます。 

  なお、細部につきましては、会計管理者及び事務局長から説明いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

〇梁瀬里司議長 次に、議案第１３号の細部説明を求めます。    会計管理者。 

           ［五十嵐章五会計管理者 登壇］ 

〇五十嵐章五会計管理者 それでは、議案第１３号、令和６年度彩北広域清掃組合
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会計歳入歳出決算認定について細部説明を申し上げます。 

  歳入についてご説明いたしますので、別綴りの令和６年度歳入歳出決算書の５

ページ、６ページをお願いいたします。 

  初めに、１款分担金及び負担金は、組合規約に基づく行田市及び鴻巣市からの

負担金、２款使用料及び手数料は、事業系ごみの処理手数料、３款財産収入は、

財政調整基金運用利子でございます。４款繰入金はございませんでした。５款繰

越金は前年度繰越金、６款諸収入は預金利子及び雑入で、内訳は備考欄のとおり

となっております。一番下、歳入合計の収入済額は５億５，２９６万２，２２３

円で、前年度対比１．５９％の減となっております。 

  続きまして、歳出についてご説明いたしますので、７ページ、８ページをお願

いいたします。 

  １款議会費の支出済額は、８ページの一番左の列になりますが、４８万９，８

７４円で、予算に対する執行率は６９．６８％となっております。１節報酬から

１２節委託料までは、組合議員の報酬や費用弁償、郵便料などを支出したもので、

組合議会の運営に係る諸経費でございます。 

  次に、２款総務費の支出済額は、８ページの中段になりますが、４，６５１万

９，９０７円で、予算に対する執行率は９４．５４％となっております。１項１

目一般管理費における支出済額の主なものといたしましては、１節報酬は、正副

管理者の報酬、２節、３節、４節は、組合職員５名分の人件費、１２節委託料及

び１３節使用料及び賃借料は、本組合の管理、運営に必要な各種システムの保守

点検委託料、機器の借上料及びシステムの利用料など、１７節備品購入費は、埼

玉りそな銀行と毎日の入出金で使用しているノートパソコンを購入したものでご

ざいます。９ページ、１０ページをお願いいたします。１８節負担金補助及び交

付金のうち、備考欄の一番上、埼玉県市町村総合事務組合負担金は、組合職員３

名分の退職手当に係る負担金、９ページの２項監査委員費は、監査委員２名の報

酬及び費用弁償でございます。 

  次に、３款事業費の支出済額は４億４，６１９万２，５３１円で、予算に対す

る執行率は８９．５１％となっております。１項１目事業総務費は、現施設に係

る管理業務の諸経費を支出したもので、１０節需用費、備考欄の一番上、消耗品
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費は、施設で使用する消耗部品等の購入費、１２節委託料は、施設の各種管理業

務及び廃棄物処理法に基づく測定、検査業務の委託料、１３節使用料及び賃借料

は、事務機器や最終処分場用地の借上料、１５節原材料費は、施設の補修材等の

購入費、１７節備品購入費は、施設見学の際に使用する液晶モニター１台の購入

費でございます。２６節公課費は、ばい煙を排出する事業所に排出量に応じて課

せられる汚染負荷量賦課金などでございます。 

  ２目維持管理費は、現施設の維持管理に係る費用で、１０節需用費は、受注生

産が必要な特別仕様の部材購入費や、燃料の購入費及び１１ページ、１２ページ

になりますが、施設の補修や機械の修繕費などでございます。主な不用額といた

しましては、１０節需用費の修繕料で生じたものでございます。１１節役務費は、

フォークリフトの自主検査手数料及び２年に一度義務づけられておりますクレー

ン２台の定期検査手数料でございます。１２節委託料は、焼却設備及び最終処分

場浸出水処理施設の維持に係る各種業務の委託料、１３節使用料及び賃借料は、

施設内で使用する重機の借上料、１４節工事請負費は、搬入道路舗装工事費、１

７節備品購入費は、工場棟中央制御室事務所の事務用デスクを購入したものでご

ざいます。 

  ３目、塵芥処理費は、現施設の運転管理及び焼却灰等の処分費用で、１０節需

用費の備考欄の一番上、消耗品費は、施設で使用する薬品類の購入費、１２節委

託料は、焼却施設の運転保守管理及び焼却灰等の処分に関する委託料でございま

す。主な不用額といたしましては、１０節では電気料、１２節では焼却灰の処分

費が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。 

  ４目地元対策費は、地元の環境保全事業を行っております２団体に対して交付

金を交付したもの、５目基金費は、財政調整基金へ剰余金及び定期預金運用利子

を積み立てたものでございます。 

  次に、４款公債費及び次のページにかけましての５款予備費につきましては、

支出はございませんでした。 

  １３ページ、１４ページの一番下、歳出合計でございますが、支出済額は４億

９，３２０万２，３１２円で、前年度対比６．５８％の減、予算額に対する執行

率は８９．７７％、不用額は５，６２２万３，６８８円となっております。 
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  次に、実質収支に関する調書についてご説明いたしますので、１５ページをお

願いいたします。区分欄の１、歳入総額は５億５，２９６万２，２２３円、２、

歳出総額は４億９，３２０万２，３１２円、この歳入総額から歳出総額を差し引

いた３、歳入歳出差引額は５，９７５万９，９１１円となっております。この金

額から４、翌年度へ繰り越すべき財源の合計額を差し引いたものが実質収支とな

りますが、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は５，９

７５万９，９１１円となるものでございます。 

  次に、１６ページ、財産に関する調書についてご説明申し上げます。１、公有

財産、２、物品、及び３、債権の決算年度中の増減はございませんでした。４、

基金につきましては、前年度末現在高１億８，４２８万２，０７３円に、前年度

剰余金１，６００万円及び運用利子５万８，５７６円の積立てを行いましたこと

から、決算年度中増減高は１，６０５万８，５７６円の増となり、財政調整基金

の決算年度末現在高は２億３４万６４９円となっております。 

  以上で、議案第１３号についての細部説明を終わらせていただきます。 

〇梁瀬里司議長 次に、議案第１４号の細部説明を求めます。    事務局長。 

           ［柿沼 誠事務局長 登壇］ 

〇柿沼 誠事務局長 それでは、議案第１４号について細部説明を申し上げます。 

  議案書の４３ページをお願いいたします。議案第１４号、令和７年度彩北広域

清掃組合会計補正予算（第３回）でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ１，０００万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億１，７

９９万３，０００円とするものでございます。 

  補正内容につきまして、歳出から申し上げますので、５３ページをお願いいた

します。 

  ３款事業費、１項２目維持管理費、１０節需用費、修繕料において、９月末ま

での予算残高が約１３０万円となっており、下半期の緊急的な修繕に備えるため、

前年度繰越金を財源として１，０００万円の増額補正を行うものです。なお、上

半期に実施いたしました緊急的な修繕の合計実績額は９４８万３，４３０円とな

っており、こちらを積算の根拠としております。 

  戻りまして、５１ページをお願いいたします。歳入につきましては、５款繰越
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金、１項１目繰越金において、令和６年度繰越金のうち１，０００万円を補正財

源として計上するものでございます。 

  以上で、議案第１４号の細部説明を終わらせていただきます。 

〇梁瀬里司議長 以上をもって説明は終わりました。 

                               

       △上程議案の質疑～採決 

〇梁瀬里司議長 次に、質疑に入ります。質疑のある方はご通告願います。 

           ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

〇梁瀬里司議長 質疑の通告はありません。これをもって、質疑を終結いたします。  

次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 

           ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

〇梁瀬里司議長 討論の通告はありません。これをもって、討論を終結いたします。  

  次に、順次採決いたします。 

  初めに、議案第１３号、令和６年度彩北広域清掃組合会計歳入歳出決算認定に

ついて、原案のとおり認定するに賛成の議員は挙手願います。 

           ［賛成者挙手］ 

〇梁瀬里司議長 挙手全員と認めます。 

  よって、議案第１３号は、原案のとおり認定することに決しました。 

  次に、議案第１４号、令和７年度彩北広域清掃組合会計補正予算（第３回）に

ついて、原案のとおり可決するに賛成の議員は挙手願います。 

           ［賛成者挙手］ 

〇梁瀬里司議長 挙手全員と認めます。 

  よって、議案第１４号は、原案のとおり可決することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

午前１０時 ３８分 休憩 

                               

午前１０時 ３９分 再開 

           ［中西耕二郎副議長 議長席に着く］ 

〇中西耕二郎副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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△議長辞職の件 

〇中西耕二郎副議長 この際、ご報告申し上げます。先ほど、梁瀬里司議員から議

長の辞職願が提出されました。 

  お諮りいたします。議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることにご

異議ありませんか。 

           ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

〇中西耕二郎副議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議長辞職の件を日程に追加し議題といたします。 

  地方自治法第１１７条の規定により、梁瀬里司議員の退席を求めます。 

           ［９番 梁瀬里司議員 退席］ 

〇中西耕二郎副議長 事務局にその辞職願を朗読していただきます。    事務

局。 

           ［事務局朗読］ 

〇中西耕二郎副議長 お諮りいたします。 

  梁瀬里司議員の議長の辞職を許可するにご異議ありませんか。 

           ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

〇中西耕二郎副議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、梁瀬里司議員の議長の辞職を許可することに決しました。 

  梁瀬里司議員の入場を求めます。 

           ［９番 梁瀬里司議員 入場］ 

〇中西耕二郎副議長 この際、梁瀬里司議員から発言を求められておりますので、

これを許します。    ９番 梁瀬里司議員。 

           ［９番 梁瀬里司議員 登壇］ 

〇９番 梁瀬里司議員 議長退任に当たりまして、一言御礼のご挨拶を申し上げま

す。 

  令和５年７月に、議員各位のご推挙をいただきまして、議長の要職に就かせて

いただきました。幸いにも、議員各位並びに正副管理者ほか関係職員各位から温

かいご理解とご協力を賜り、おかげをもちまして今日まで大過なくその職責を果
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たしましたことにつきまして、ここに心から厚く御礼申し上げる次第でございま

す。 

  今後、組合議員として議員の皆様とともに本組合事業の円滑な運営に尽力して

まいる所存でございます。ここに謹んで御礼を申し上げ、退任の挨拶といたしま

す。ありがとうございました。 

                               

△議長の選挙 

〇中西耕二郎副議長 ただいま議長が欠員となりましたので、お諮りいたします。 

  この際、議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

           ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

〇中西耕二郎副議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項

の規定による指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

           ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

〇中西耕二郎副議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

  次に、お諮りいたします。副議長において指名することにご異議ありませんか。 

           ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

〇中西耕二郎副議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、副議長において指名することに決しました。 

  本組合議長に、田中和美議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま副議長において指名いたしました田中和美議員を

本組合議会議長の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

           ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

〇中西耕二郎副議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました田中和美議員が本組合議会議長に当選され

ました。議長に当選された田中和美議員が議場におられますので、本席から会議
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規則第３１条第２項の規定による告知をいたします。 

  では、当選されました田中和美議員にご挨拶をお願いいたします。 

           ［田中和美議長 登壇］ 

〇田中和美議長 皆様、改めましてこんにちは。このたび、皆様方のご推挙をいた

だきまして議長の就任をいたすことになりました田中和美でございます。誠に身

に余る光栄であり、心から厚く御礼を申し上げます。 

  皆様ご承知のとおり、本組合は昭和４５年の発足以来、行田市及び鴻巣市、吹

上地域の市民生活に欠かすことのできない可燃ごみの焼却処理事業を担ってまい

りました。私ども組合議会は、引き続き安全かつ適正な現施設の管理運営がなさ

れますよう、的確に対応していくことが重要と考えます。 

  議長として微力ながら専心努力する所存でありますので、どうか議員並びに執

行部の皆様におかれましては、これからも温かいご支援、ご協力を賜りますよう

お願いを申し上げまして、簡単ではございますが、就任のご挨拶とさせていただ

きます。大変にありがとうございました。 

〇中西耕二郎副議長 ありがとうございました。 

  以後の議事進行につきましては、新議長にお願いいたしたいと思います。 

  それでは、田中和美議員、議長席にお着きください。 

           ［田中和美議長 議長席に着く］ 

〇田中和美議長 それでは、直ちに議長の職務を執らせていただきます。 

  暫時休憩いたします。 

午前１０時 ４７分 休憩 

                               

午前１０時 ５２分 再開 

〇田中和美議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                               

△議案第１５号の上程、提案説明 

〇田中和美議長 この際、申し上げます。 

  お手元に配付いたしました文書のとおり、管理者から議案１件が追加提出され

ました。 
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  お諮りいたします。追加提出された議案第１５号、彩北広域清掃組合の監査委

員の選任につき同意を求めるについてを日程に追加し、直ちに議題としたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

           ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

〇田中和美議長 よって、追加日程された議案第１５号を日程に追加し、直ちに議

題といたします。 

  地方自治法第１１７条の規定により、９番梁瀬里司議員の退席を求めます。 

           ［９番 梁瀬里司議員 退席］ 

〇田中和美議長 事務局に議案を朗読させます。    事務局。 

           ［事務局朗読］ 

〇田中和美議長 管理者より提案理由の説明を求めます。    管理者。 

           ［行田邦子管理者 登壇］ 

〇行田邦子管理者 それでは、追加提案いたしました議案第１５号、彩北広域清掃

組合監査委員の選任につき同意を求めるについてご説明申し上げます。 

  本案は、彩北広域清掃組合監査委員であります田中和美氏から令和７年１１月

１４日付をもちまして辞職願が提出され、これを受理いたしましたので、新たに

梁瀬里司氏を選任いたしたく、彩北広域清掃組合規約第１４条第２項の規定によ

り、議会の同意を求めるものでございます。 

  以上で、追加提案いたしました議案第１５号についての説明を終わらせていた

だきます。 

〇田中和美議長 以上をもって説明は終わりました。 

                               

       △上程議案の質疑、討論省略、採決 

〇田中和美議長 これより質疑に入ります。質疑のある方はご通告願います。 

           ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

〇田中和美議長 質疑の通告はありません。これをもって、質疑を終結いたします。  

  次に、お諮りいたします。ただいま上程されている議案は、人事案件でござい

ますので、正規の手続きを省略して、直ちに採決したいと思います。これにご異

議ございませんか。 
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           ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

〇田中和美議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、ただいま上程されている議案は、正規の手続きを省略して直ちに採決

いたします。 

  議案第１５号、彩北広域清掃組合監査委員の選任につき同意を求めるについて、

これに同意することに賛成の議員は挙手願います。 

           ［賛成者挙手］ 

〇田中和美議長 挙手全員と認めます。 

  よって、議案第１５号は、これに同意することに決しました。９番梁瀬里司議

員の入場を求めます。 

           ［９番 梁瀬里司議員 入場］ 

                               

       △特定事件の委員会付託 

〇田中和美議長 次に、日程第６、特定事件の委員会付託を議題といたします。 

  お諮りいたします。次期議会の運営に関する事項、会期日程及び議長の諮問に

関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託したいと

思います。ご異議ございませんか。 

           ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

〇田中和美議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、次期議会の運営に関する事項、会期日程及び議長の諮問に関する事項

については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託をいたします。 

  以上をもって、本定例会に付議されました案件の全部を議了いたします。 

  これをもちまして、令和７年第２回彩北広域清掃組合議会定例会を閉会いたし

ます。ご協力誠にありがとうございました。 

午前１０時 ５７分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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